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１． 事業者名及び代表者名
藪工業　株式会社　
代表取締役社長　　藪　裕昭

２． 所在地

〒　４１０-１１０７

　静岡県裾野市御宿６６番地

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　藪　裕昭 TEL      　055-992-0522

事務担当者　　　　　　藪　京子 E-mail     h-yabu@yabu-k.co.jp

４． 事業の概要

金属製品製造業（板金加工）

５． 事業規模
２０２２年４月１日現在

項目

売上高

従業員数

６． 事業年度 　毎年　４月１日～翌年３月３１日

７． レポートの対象期間及び発行日

環境経営レポートの対象期間（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）

環境経営レポートの発行日（２０２２年６月２０日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

活動；配電盤等の板金加工製品の製造

３１　名 　３３　名

対象組織；本社・工場

Ⅰ　組織の概要

２０２０年度 ２０２１年度

３２９百万円 ４０９百万円
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１．
１）
２）
３）
４）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）

制定年月日 ２０１８年９月１日（初版）
（継続）

藪工業　株式会社　 
代表取締役　　藪　裕昭

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境活動レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良いコミ
ニュケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量等の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます
３R活動の展開による廃棄物の削減に努めます
節水活動による水使用量の削減に努めます
５Ｓ活動を実施し、環境負荷の削減に努めます。

目指します
社内においては、全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による取組を

Ⅱ　環境経営方針

　当社,藪工業株式会社は自然豊かな富士の裾野にて本業である板金加工製造の業務を
通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積極的に取り組みま
す。安全で安心していただける商品を効率よく、お客様に提供することが当社の一番の環
境対策と考えて、従業員一丸となって継続的に改善活動に取組んでまいります。

[基本方針]

藪工業　株式会社　　環境方針

[環境理念]

環境に配慮した板金加工製品作りを推進します。
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＜関係者の権限と役割＞

社長（環境管理責任者）
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境経営に必要な資源の準備
③ 環境経営システム全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命
⑤ 環境経営システム全般の運用・管理
⑥ 環境目標及び環境活動計画の作成
⑦ 経営の課題とチャンスの明確化

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境目標・環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理
⑦ 環境活動レポートの作成

各部門長
① 部門の環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

Ⅲ　実施体制

製造課

対象範囲：全組織

(工場長）

秋本　勝雄

代表取締役社長

ＥＡ２１事務局

（総務部）

技術課

藪　裕昭

製造部

関弥　学

環境管理責任者

藪　京子

（製造部長）
高田　幸広

藪　京子

(課長）
総務課
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１．運用期間：２０２１年度（２０２１年４月〜２０２２年３月）の環境目標

基準期間

２０１７年４月〜
２０１８年３月

２０１７年度 目標削減率 目標値

㎏-CO2 476,190 －２．５％ 464,285

kWh 942,074 －２．５％ 918,522

L 1,653 －２．５％ 1,611

L 10,273 －２．５％ 10,016

L 990 －２．５％ 965

kg 74.93 －２．０％ 73.43

産業廃棄物 kg 1000.0 －２．５％ 975.0

一般廃棄物 kg 630.0 －７．０％ 585.9

㎥ 246 －２．５％ 240

― 使用なし

件 128 －１０．０％ 115

＜備考＞

１．

２．

３． 「軽油」については、実情（納品場所）の変化により、2019/2020年の基準値に置換ている。

基準年度

２０１７年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

㎏-CO2 476,190 －２．５％ －３．０％ －３．５％

電力 kWh 942,074 －２．５％ －３．０％ －３．５％

ガソリン L 1,653 －２．５％ －３．０％ －３．５％

軽油 L 10,273 －２．５％ －３．０％ －３．５％

灯油 L 990 －２．５％ －３．０％ －３．５％

プロパンガス kg 74.93 －２．０％ －３．０％ －３．５％

産業廃棄物 kg 1000.0 －２．５％ －３．０％ －３．５％

一般廃棄物 kg 630.0 －７．０％ －７．０％ －７．０％

㎥ 246 －２．５％ －３．０％ －３．５％

― 使用なし

件 128 －１０．０％ －１５．０％ －２０．０％

＜備考＞

１．

２．

３． 「軽油」については、実情（納品場所）の変化により、2019/2020年の基準値に置換えている。

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（２０１６年度）調整後排出係数の「0.474㎏-CO2/kWh」を使用した。

２．短期・中期の環境目標

環境目標は、２０１７年度を基準年とした基準年比で示す。

クレーム件数

「一般廃棄物排出量」は、２０１９年度に現状把握に基づき、２０２０年度から数値目標を設定した。

項目

クレーム件数

「一般廃棄物排出量」は、２０１９年度に現状把握に基づき、２０２０年度から数値目標を設定した。

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2016年度）調整後排出係数の「0.474㎏-CO2/kWh」を使用した。

内訳

内訳

灯油

削減率等

水使用量

電力

二酸化炭素排出量

化学物質使用量 使用なし

Ⅳ　環境経営目標

単位

水使用量

廃棄物排出
量

単位

ガソリン

軽油

２０２１年度

２０２１年４月〜２０２２年３月

二酸化炭素排出量

項目

廃棄物排出
量

化学物質使用量

プロパンガス
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（取組期間：２０２１年４月～２０２２年３月）

スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月）
環境活動項目 責任者

効率的な納品ルートの選定

鉄等スクラップの確実な分類（表示）

不良品（クレーム）の削減）

リサイクルの推進

廃棄物の削減

水使用量の削減

コピー用紙の両面使用

封筒などの再利用

使用済インクトナーの業者への回収

遮光対策（よしず）の追加設置

定期点検の実施

エアー漏れの点検修理

使用していない部屋の空調の停止

段取り時間の短縮

洗車時の節水

平沢

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

クールビズ、ウォームビズの実施

空調フィルターの定期清掃（２回／年）

不必要なアイドリングの禁止

日常・定期点検の実施

早めにシフトアップ

急発進・急加速の禁止

ＰＳＡ：窒素発生装置の効率的運用

藪Ｋ

工
場
・
事
務
所

電源スウィッチの明確化

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

二酸化炭素の削減 空
調
等

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

環境に配慮した取り組み

ペットボトルの回収箱設置

藪Ｐ

Ⅴ　環境経営計画

休憩時間等の消灯の徹底

高効率照明の採用（水銀灯-＞ＬＥＤ）の推進

藪Ｐ

鉄板端材の再使用率向上

藪Ｐ
圧
縮
機

工場敷地内の整備（草取り：除草シート）

トラック買い替え

廃パレット(木材）のリサイクル

藪Ｐ

高田

藪Ｐ

藪Ｋ

５S活動の実施

水もれ点検の実施

節水喚起の表示
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運用期間（２０２１年４月〜２０２２年３月）の環境目標の実績　

基準期間

２０１７年４月〜
２０１８年３月

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

㎏-CO2 476,190 －２．５％ 464,285 -36.2% 303,420 ○

kWh 942,074 －２．５％ 918,522 -26.4% 692,660 ○

L 1,653 －２．５％ 1,611 -17.0% 1,371 ○

L 10,273 －２．５％ 10,016 17.1% 12,031 ×

L 990 －２．５％ 965 -35.4% 640 ○

kg 74.93 －２．０％ 73.43 -19.9% 60.0 ○

産業廃棄物 kg 1,000.0 －２．５％ 975.0 -22.0% 780.0 ○

一般廃棄物 kg 630.0 －７．０％ 585.9 -6.7% 588 〇

㎥ 246 －２．５％ 240 9.3% 269 〇

― 使用なし

件 128
－１０．

０％
115 -41.4% 75 ○

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

＜評　価＞

原因

是正

次年度の環境経営目標
基準期間

２０１７年度 2023年度

基準値 削減率等 目標値 削減率
㎏-CO2 476,190 －３．０％ 461,904 －３．５％

kWh 942,074 －３．０％ 913,812 －３．５％
L 1,653 －３．０％ 1,603 －３．５％
L 12,031 -0.5％ 11,971 -１．０％
L 990 －３．０％ 960 －３．５％
kg 74.93 －３．０％ 72.68 －３．５％

産業廃棄物 kg 1000.00 －３．０％ 970.00 －３．５％
一般廃棄物 kg 630.0 －７．０％ 585.90 －７．０％

㎥ 246 －３．０％ 239 －３．５％
― 使用なし

件 128 －１５．０％ 108 －２０．０％

＊「一般廃棄物」は、２０１９年度の実績を基準値とする。
＊「軽油」については、実情（納品場所）の変化により、2021年度の基準値に変更。

電力会社を東電から鈴与電気に変更したので、排出係数を0.386㎏-CO₂/kWhで算出している。

軽油
遠方への納品(伊勢原-＞八王子）の割合が更に増えたことが一番の要因である。

Ⅵ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

灯油

プロパンガス（LPG）

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

　基準期間実績をベースに、運用期間（２０２１年４月〜２０２２年３月）の実績・評価 を以下に示す。

クレーム件数

内訳

電力

ガソリン

軽油

運用期間

２０２１年４月〜２０２２年３月項目 単位

二酸化炭素排出量

クレーム件数

項目 単位
２０２２年度

２０２２年４月〜２０２３年
３月

内訳

電力
ガソリン
軽油
灯油

二酸化炭素排出量

※一般廃棄物以外は、中長期目標時と変更なし

廃棄物排出量

水使用量
化学物質使用量

従業員のエコドライブの再徹底。積載の効率化を目指す。基準値の見直し。

プロパンガス

目標値
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A ○

B ○

C ○

D ○

E ○

A ○

B ○

C ○

A △

B ○

C ○

D ○

E ○

A ○

B ○

C △

D ○

E ○

F 〇

G ○

A ○

B 〇

C ○

A ○

B ○

C ○

A △

B ○

C ○

D ○

A ○

B ○

＜備考＞

1 取組期間の評価は２０２１年４月〜２０２２年３月の実績評価である。

2 評価判定

＜評　価＞

＊実施内容は、前年度からの引き続きの内容が多くあるので、大きな変化はなかった。

藪Ｐ

ＰＳＡ：窒素発生装置の効率的運用圧
縮
機

藪Ｐ高効率照明の採用（水銀灯ー＞ＬＥＤ）の推進

未使用設備の電源ＯＦＦ（製造設備・ＯＡ機器・他）
工
場
・
事
務
所

５S活動の実施

高田

休憩時間等の消灯の徹底

○（良くできた）・△（まあまあできた）・×（できなかった）・‐（実施が見送られた）

環境に配慮した
製品づくり

工場敷地内の整備（草取り：除草シート）
藪Ｐトラック買い替え

リサイクルの推進

鉄板端材の再使用率の向上

藪Ｐ水もれ点検の実施

節水喚起の表示

藪Ｐ
鉄等スクラップの確実な分類（表示）

ペットボトルのキャップ回収箱設置

藪Ｋ封筒などの再利用

使用済インクトナーの業者への回収

廃パレット（木材）のリサイクル

不必要なアイドリングの禁止

効率的な納品ルートの選定

早めにシフトアップ

廃棄物の削減

コピー用紙の両面使用

クールビズ、ウォームビズの実施

水使用量の削減

洗車時の節水

不良品（クレーム）の削減

電源スイッチの明確化

平沢

定期点検の実施

エアー漏れの点検修理

段取り時間の短縮

草取りは実施できている。トラックを
買替て窒素廃棄物の量を削減でき
た。

LEDの更新が実施でき、環境も改
善された（明るくなった）。ＯＡ機器
の電源管理はまだまだか。５Ｓ活動
はまだまだ十分なものとはなってい
ない。できる場所からでも今後実施
していくようにする。各所にある電
源スイッチを明確化することで確実
な消灯、場所の再確認ができるよう
になった

急発進・急加速の禁止

空調フィルターの定期清掃（２回／年）

遮光対策（よしず）の追加設置

使用していない部屋の空調の停止

継続

空
調
等

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

作業効率を優先しがちではあるが、
以前よりは端材の利用のＵＰはでき
るようになった来たとおもわれる。
ペットボトルキャップの回収をしてく
れる企業があり設置した。

継続

確実に実施することができている。
引き続き実行していく。

継続

節水の意識はしっかりと浸透してい
るはずだが、結果が好ましくなかっ
た。水漏れを細かく確認したい。ま
た、凍結防止も気を付ける。

継続

継続

継続

温度設定を十分に徹底することが
できなかったが、さらに意識を高め
努力していくようにする。遮光は夏
季に実施して、効果はあったものと
おもわれる。

継続

納品の距離も回数も伸びているの
で今後さらに安全エコ運転にも心が
け継続していく。また、積載と納品
ルートの選定の効率を高める工夫
をしていく。

継続

Ａについては、しっかりと運用がで
きており効果が表れたものと判断し
ている。また、前年のインバータ圧
縮機の導入の効果もあった。

評価 コメント
今後（次年度）
の取組内容

Ⅶ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

（取組期間：２０２１年４月〜２０２２年３月）

日常・定期点検の実施

環境活動項目 責任者

二酸化炭素
の削減

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ



Ｐ－８

◆PCB廃棄物の搬出◆

◆PBキャップ回収箱設置◆ ◆電源スウィッチ等の明確化◆

消火器の扱い方と消火栓の場所の確認 ボンベの温度上昇対策

　　　　　⇒

Ⅷ　当 社 の 取 組 み

◆防災訓練◆ ◆遮光対策の追加措置◆

◆トラック買い替え◆

窒素廃棄物の少ない車両今回で処理を完了
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１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　２０２２年６月２０日

評価者　環境管理責任者　藪　裕昭

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 機械プレス：２台、油圧プレス：５台他 ○

第8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し 該当なし

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 機械プレス：２台、油圧プレス：５台他 ○

第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し 該当なし

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出
使用開始から30日以内に県知事へ
提出

○

第11条
指定検査機関による水質に関する
検査の実施

法定検査の実施（１回／年） ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第8条
水銀含有廃棄物の保管と指定業者
への引き渡し

保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理
収集運搬及び処分許可業者への委
託

○

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処
理基準の遵守

処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 ○

第12条の3第8項
管理票写しの送付がない時の適切
な措置の実施

運搬又は処分業者からのD,E票の期
間内返却

○

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯
蔵及び取扱基準

・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類
等

○

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消
防署への届出

該当なし

第13条
危険物の取扱作業に関して保安の
監督

危険物取扱者の設置 該当なし

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 ○

家電リサイクル法（特定家庭
用機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運
搬をする者等への適切な引き渡し、
料金の支払

指定家電廃棄時のリサイクル料金の
支払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務 事故のため廃車

第73条
使用済自動車の引き取り業者への
引き渡し

リサイクル料金の支払（廃車時）

省エネ法（エネルギーの使
用の合理化に関する法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００
Ｌ／年以上の事業者は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の
把握

該当なし

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」

①企業・法人の管理者が確認
○

第41条
第1種特定製品廃棄等実施者の引
渡義務

製品管理者のフロン類回収業者へ
のフロン類の引き渡し義務
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）

該当なし

高圧ガス保安法 規定保管量：300m3/日以上 該当なし

第8条 保管状況の届出 県に届け出 ○

保管場所の表示 看板の設置 ○

管理者の選任 管理責任者講習の修了 ○

その他 リーチ（REACH)規制
リーチ適合材料の使用及び適合 製
品の納入

○

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第53条 騒音特定施設の届出 機械プレス：２台、油圧プレス：５台他 ○

第55条 騒音特定施設変更の届出 該当なし

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第80条 振動特定施設の届出 機械プレス：２台、油圧プレス：５台他 ○

第82条 振動特定施設の変更等の届出 該当なし

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本
法

第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な
利用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへ
の協力（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

グリーン購入法（国等による
環境物品等の調達の推進
等に関する法律）

第5条
事業者の責務（国等の施策への協
力等）

物品の購入、借り受け等する場合の
環境物品等の選択

○

２． 違反、訴訟等の有無
　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

責務
・

努力

法律・条例

自動車リサイクル法（使用済
自動車の再資源化等に関す
る法律）

該当なし

静岡県生活環境の保全等
に関する条例

法令

フロン排出抑制法（フロン類
の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律）

義務

廃棄物処理法（廃棄物の処
理及び清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な
処理に関する条例

静岡県条
例

消防法

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

法令

ＰＣＢ廃棄物特別措置法
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Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

２０２２年６月２０日

藪工業　株式会社

代表取締役　　藪　裕昭

　２０２１年度（２０２１年４月〜２０２２年３月）の取組について、環境経営方針、
環境経営目標及び環境経営計画、実施体制を含めた実施状況等について評
価を行なった。

　実施体制においては、環境管理責任者を通し、各自の役割、責任及び権限
を全従業員に再度周知し、エコアクション２１の取組が、個々の従業員にとって
も有意義なものとなるよう、引き続き進めていきたいと考える。

環境経営方針、及び環境経営計画、実施体制については、継続する。環境経
営目標については２０２１年度を基準に見直すこと。

　様々なものが高騰しており、経営をも圧迫してきているので、無駄をなくして
いくという意味においてもエコアクション２１の取り組みは効果のあるものであ
るので小さなことでも積み重ね効果を生み出していくようにしたい。

　大方目標は達成されているので、基本的には実行できていると判断してい
る。しかしながら整理整頓をはじめとする３S（５S)については、まだまだやれる
ことがあると思われるので次年度以降もしっかりと取り組んでいくようにした
い。特に表示についてはまだまだなのでさらに細かく踏み込んでいくようにした
い。



訓練日

訓練日

（１）工場内の整理整頓

（２）防塵マスクの着用（ＤＳ2）

（３）循環ファンの稼働、手洗いの施工

（４）定期的健康診断の実施

（１）火災報知機の点検

（２）消火器設置場所の確認、空間確保

（３）消火ポンプの作動確認

（４）消火栓、消火ホースの確認

参加者
全員

※評価と改善策
新入社員（女性2名+男性２名）に率先して参加してもらい器具の扱いと場所の確認を行った。各種機器も特に
問題なく、作業及び動作についても問題はなかった。常にだれもが把握している状況が大切なので、日時や
回数にかかわらず実施する必要があると思う。

2022.03.28 火災の発生
漏電または自然発
火

・消火器の場所の再確認、空間確保

・消火器使用方法の確認

・消火栓の場所の再確認

参加者
溶接作業者20人

※評価と改善策

溶接ヒューム被ばく対策を理解した。

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

対応策

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

2022.01.04 溶接作業時の溶接ヒューム
溶接ヒュームの被ば
く

・整理・整頓の確認
・循環ファンの稼働、手洗い励行
・マスクの着用

想定されている「東海
地震」のような大規模

地震

溶接ヒューム規制 溶接作業時における溶接ヒューム対応

漏電等による火災の発生

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

　想定される環境に於ける緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止め、内外への連絡を円滑に行
い可能な範囲で事前に準備するし、定期的にその訓練を行う。更に、緊急事態の発生や、訓練の後、対応の
評価と改善策を行う。

想定される緊急事態 想定される緊急事態

訓練記録



（継続）

住所

連絡先

必要・不要

必要・不要8 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

7 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

6 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

5 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

4 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

3 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

2 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

1 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

　環境コミュニケーション受付表

NO. 情報入手日 情報種類 通報者 通報方法 内容
回答の
必要性

対応内容

環境に関する苦情はありませんでした


